
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

公

告

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

（
経
営
支
援
課
）

一

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
届
出
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
法

第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
番
四
号

二

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

東
山
崎
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル

高
松
市
東
山
崎
町
七
一
七
番
地
一
ほ
か

三

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日

四

意
見
の
概
要

１

計
画
店
舗
へ
の
経
路
と
な
る
宮
の
原
、
東
山
崎
町
北
交
差
点
及
び
関
係
車
線
で
は
、
現
況
に
お
い

て
通
勤
時
間
帯
な
ど
に
は
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
店
舗
に
よ
る
新
た
な

発
生
交
通
量
を
適
切
に
予
測
し
、
そ
の
影
響
に
よ
り
交
通
渋
滞
を
助
長
さ
せ
な
い
よ
う
、
店
舗
周
辺

の
交
通
状
況
を
踏
ま
え
た
誘
導
員
の
配
置
や
ピ
ー
ク
時
間
帯
に
関
す
る
情
報
提
供
な
ど
、
適
切
な
対

策
を
講
じ
る
こ
と
。

２

計
画
店
舗
の
荷
さ
ば
き
施
設
が
、
住
居
に
面
し
、
か
つ
近
接
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
荷
さ
ば
き

車
両
走
行
音
等
を
含
め
た
夜
間
に
お
け
る
荷
さ
ば
き
作
業
に
関
す
る
騒
音
の
最
大
値
が
、
騒
音
規
制

法
に
基
づ
く
規
制
基
準
値
を
超
え
、
さ
ら
に
は
住
居
地
点
に
お
け
る
騒
音
の
最
大
値
も
環
境
基
準
の

数
値
を
超
え
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
の
で
、
当
該
店
舗
の
周
辺
住
民
の
生
活
環
境
保
持
の
観
点
か
ら
、

適
切
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

具
体
的
に
は
、
荷
さ
ば
き
作
業
が
夜
間
に
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
搬
入
計
画
を
見
直
す
こ
と
や
、
見

直
し
の
結
果
、
夜
間
の
作
業
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
店
舗
入
口
か
ら
商
品
を
搬
入
す
る
な
ど
、

そ
れ
に
替
わ
る
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

五

意
見
を
述
べ
た
日

平
成
十
八
年
四
月
二
十
六
日

六

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
五
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
八
日
（
木
曜
日
）
ま
で

第３５号

平 成１８年

５月８日（月曜日）

公

告

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
八
日

（
第
九
三
三
四
号
）

一
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平
成
十
八
年
五
月
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
八
日

（
第
九
三
三
四
号
）

二


